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は
し
が
き

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
社
会
の
形
成
は
、
前
世
紀
初
期
か
ら
開
始
し
た
比
較
的
短
期
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
東
南
ア
ジ
ア

諸
国
中
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
政
治
的
に
安
定
し
、
高
度
の
経
済
成
長
を
示
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
の
高
級
職
員

で
、
英
仏
戦
争
当
時
は
ジ
ャ
ワ
の
総
督
代
理
（
1
8
1
1
ｌ
1
8
1
6
）
を
し
て
い
た
ト
ー
マ
ス
・
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ビ
ン
グ
レ
ー
・
ラ
ッ
フ

ル
ズ
=

S
i
r
T
h
o
m
a
s

S
t
呂
{
0
r
d

B
i
n
g
l
e
y

R
a
f
f
l
e
s
（
1
7
8
1
-
1
8
2
6
）
が
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ラ
イ
ト
＝
:

F
r
a
n
c
i
s

L
i
g
h
t
（
S
u
f
f
o
l
k
｡

E
a
s
t
A
n
g
l
i
a
出
身
）
が
一
七
八
六
年
獲
得
し
た
軍
事
的
・
貿
易
的
拠
点
の
ペ
ナ
ン
島
に
つ
い
で
、
一
八
一
九
年
一
月
二
十
八
日
、
第

二
の
東
イ
ン
ド
会
社
の
軍
事
的
拠
点
と
し
て
、
交
通
の
要
衡
で
東
ア
ジ
ア
地
域
の
扇
の
か
な
め
に
該
当
す
る
深
海
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

島
に
上
陸
し
た
。

　
　
　
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
社
会
構
造
の
発
展
Ｏ
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す
で
に
、
一
八
一
三
年
に
は
イ
ン
ド
貿
易
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
独
占
的
持
権
か
ら
自
由
開
放
さ
れ
、
対
情
貿
易
独
占
権
の
み
が
唯

一
の
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
ア
ヘ
ン
貿
易
が
合
法
的
「
会
社
貿
易
＝
C
o
m
p
a
n
y
T
r
a
d
e
（
茶
・
生
糸
・
南
京
木
綿
・

陶
磁
器
等
）
」
と
し
て
で
な
く
、
非
合
法
的
な
植
民
地
間
地
方
貿
易
‥
＝
‥
C
o
g
t
q
T
r
a
d
e
も
し
く
は
私
貿
易
‥
＝
‥
吻
r
{
v
S
e
T
S
胆
と

し
て
そ
の
後
の
自
由
貿
易
業
者
の
前
身
と
も
い
う
べ
き
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
、
な
い
し
は
パ
ー
シ
ー
系
=
　
P
a
r
c
e
e

M
e
r
c
h
a
n
t
s

（
ペ
ル
シ
ア
系
ユ
ダ
ヤ
商
人
）
ら
の
、
い
わ
ゆ
る
も
ぐ
り
商
人
＝
‥
r
t
a
}
o
l
g
達
の
積
極
的
登
場
を
み
て
く
る
時
期
で
あ
へ
七
。

　
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
一
九
世
紀
初
頭
か
ら
登
場
し
て
く
る
自
由
貿
易
主
義
時
代
の
貿
易
拠
点
と
し
て
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
ジ
ョ
ホ
ー
ル
の

サ
ル
タ
ン
か
ら
割
譲
を
う
け
た
。
つ
い
で
、
一
八
二
四
年
三
月
一
七
日
の
英
和
間
ロ
ン
ド
ン
条
約
に
よ
り
、
ス
マ
ト
ラ
の
ベ
ン
ク
ー

レ
ン
を
放
棄
す
る
か
わ
り
に
マ
ラ
ッ
カ
を
獲
得
し
、
ペ
ナ
ン
島
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
マ
ラ
ッ
カ
の
三
海
峡
植
民
地
日
＝
　
S
t
r
a
i
t
s

S
e
t
t
-

l
e
r
a
e
n
t
s
の
成
立
を
み
た
。

　
東
洋
、
こ
と
に
イ
ン
ド
に
お
け
る
巨
大
な
領
土
支
配
に
よ
る
煩
瑣
は
内
地
干
渉
か
ら
足
を
抜
き
、
イ
ギ
リ
ス
は
貿
易
拠
点
と
労
働

力
の
確
保
に
よ
り
植
民
地
経
済
開
発
に
重
点
を
お
く
こ
と
と
し
、
そ
の
後
の
合
理
的
な
内
地
不
干
渉
政
策
＝
i
N
o
n

i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n

r
o
U
c
y
へ
と
大
き
く
方
向
転
換
を
し
て
い
っ
た
。

　
　
　
　
　
ニ
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
人
口
の
発
展

　
広
東
人
の
進
出
=
　
ラ
ッ
フ
ル
ズ
が
一
八
一
九
年
二
月
六
日
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
島
（
S
i
品
a
p
u
r
a
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
獅
子
城
）
上

陸
に
際
し
て
、
ペ
ナ
ン
か
ら
帯
同
し
た
広
東
省
台
山
県
出
身
の
木
匠
曹
亜
志
（
曹
亜
枝
・
曹
亜
珠
・
志
・
枝
・
珠
の
三
字
は
白
山
音
で
は

完
全
に
同
音
で
あ
る
。
）
に
精
鋭
二
〇
名
を
率
い
さ
大
腿
。
当
時
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
人
口
は
一
五
〇
名
位
で
、
そ
の
う
ち
三
〇
名
ほ
ど
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が
中
国
人
と
さ
れ
、
他
は
マ
レ
ー
人
の
漁
民
達
で
あ
っ
た
。
厦
門
か
ら
の
福
建
前
の
渡
航
し
た
の
は
、
遅
れ
て
一
八
二
一
年
二
月
で

あ
っ
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
人
、
な
い
し
は
商
社
が
買
弁
以
下
の
使
用
人
と
し
て
利
用
し
た
多
く
の
も
の
は
広
東
人
で
あ
っ
た
。
広
州
は
早
く
唐
宗

代
か
ら
明
清
代
帆
船
時
期
に
外
舶
の
来
集
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
清
代
広
州
十
三
行
の
外
国
商
館
で
も
、
最
高
位
の
行
商
‥
目
H
o
n
g

M
e
r
c
h
a
n
t
の
多
く
は
、
そ
の
出
身
地
は
福
建
南
部
の
泉
州
・
淳
州
方
面
の
い
わ
ゆ
る
厦
門
貿
易
商
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
下
属

す
る
通
事
‥
Ｈ
に
n
l
r
t
（
通
訳
）
銀
の
真
贋
を
確
め
る
銀
師
=
　
S
h
r
o
f
f
や
、
食
料
・
雑
用
品
の
買
入
れ
・
金
銭
出
納
事
務
、
そ
の
他

　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

雑
用
を
掌
っ
た
買
弁
＝
c
o
m
p
r
a
d
o
r
e
は
地
元
の
広
州
人
で
あ
り
、
南
京
条
約
後
も
国
内
各
開
港
都
市
の
み
な
ら
ず
、
東
南
ア
ジ

ア
、
日
本
等
の
各
開
港
都
市
の
居
留
地
商
館
に
も
イ
ギ
リ
ス
資
本
は
専
ら
広
東
人
を
随
伴
し
、
江
戸
時
代
長
崎
に
進
出
し
え
な
か
っ

た
広
東
人
が
、
香
港
・
上
海
・
漢
口
・
大
連
・
横
浜
・
神
戸
・
長
崎
等
中
国
の
内
外
主
要
諸
都
市
に
積
極
的
に
進
出
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
点
、
中
国
商
人
資
本
の
う
ち
も
っ
と
も
早
く
近
代
的
発
展
を
と
げ
た
の
は
、
各
司
の
う
ち
、
こ
と
に
一
例
と
し
て
あ
げ
れ

ば
、
本
国
の
開
港
都
市
「
上
海
」
で
は
「
広
肇
司
」
で
あ
っ
た
〇
怡
和
‥
＝
μ
呂
d
-
n
j
K
Q
t
r
Q
∽
o
n
印
C
o
･
5
太
古
=
　
B
u
t
t
e
r
f
i
e
l
d
&

　
　
　
　
Ｘ
　
４

S
w
i
r
e
奉
和
‥
Ｈ
}
-
e
r
y
吻
a
d
F
y
印
C
o
･
祥
茂
=
　
A
.
R
.

B
u
r
k
i
l
l&

S
o
n
s
等
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
系
の
諸
洋
行
が
海
運
・

保
険
・
倉
庫
・
製
造
工
業
等
を
創
始
す
る
際
に
、
広
肇
司
の
潘
澄
波
（
怡
和
買
弁
、
広
東
省
、
新
会
県
人
）
、
陳
炳
謙
（
祥
茂
買
弁
、
南
洋

兄
弟
煙
草
公
司
・
先
施
・
新
新
董
事
・
広
東
人
）
・
胡
耀
庭
（
永
安
紗
廠
、
広
東
人
）
、
楊
梅
南
（
太
古
買
弁
、
広
東
中
山
県
人
）
が
上
海
の
経

済
界
の
実
勢
力
を
占
め
、
「
中
国
南
洋
兄
弟
煙
草
公
司
Ｌ
、
「
華
商
煙
公
司
」
、
「
永
安
紡
績
公
司
」
、
「
鴻
裕
紗
廠
」
、
「
緯
通
紗
廠
」
、

　
「
鴻
章
紗
廠
」
の
ほ
か
、
著
名
な
先
施
・
永
安
・
新
新
・
麗
華
の
四
大
百
貨
公
司
を
創
設
す
る
等
、
他
の
各
司
の
広
東
司
に
匹
適
す

る
も
の
な
く
、
孫
文
（
広
東
省
中
山
県
人
）
の
指
導
し
た
辛
亥
革
命
前
後
ま
で
そ
の
全
盛
期
に
あ
っ
た
。
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蒋
介
石
（
浙
江
省
奉
化
県
人
、
1
8
8
7
－
）
が
南
京
に
国
民
政
府
樹
立
後
は
、
漸
次
国
府
系
の
「
清
江
財
閥
」
、
な
い
し
は
寧
波
堺
の
虞

洽
郷
（
浙
江
省
鎮
海
県
人
・
一
八
六
七
年
生
）
の
指
導
す
る
。
「
寧
波
財
閥
」
の
い
わ
ゆ
る
上
海
資
本
、
現
在
は
ホ
ン
コ
ン
の
ノ
ー
ス
・

ポ
イ
ン
ト
（
北
角
）
に
中
心
拠
点
を
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
勢
力
と
交
代
し
て
い
っ
た
。

　
今
日
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、
福
建
偕
勢
力
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
そ
の
他
各
地
と
と
も
に
広
肇
精
の
勢
力
は
後
退
し
、
往
日
の
勢

力
は
み
ら
れ
な
い
。

　
　
「
広
肇
偕
」
は
、
「
福
建
聊
」
に
比
較
し
て
手
工
業
的
職
業
、
船
大
工
・
鋳
物
・
洗
衣
・
洋
服
仕
立
・
戯
劇
・
旅
館
・
料
理
等
の

サ
ー
ビ
ス
部
門
に
進
出
し
、
体
力
も
零
細
農
と
し
て
鍛
え
ら
れ
重
労
働
者
と
し
て
の
能
力
を
備
え
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
も
植
民
地
開
発

初
期
に
は
専
ら
彼
ら
を
重
用
し
て
い
た
。

　
閑
語
休
題
、
ラ
ッ
フ
ル
ズ
も
木
匠
と
し
て
体
力
に
す
ぐ
れ
て
い
た
曹
亜
志
（
白
山
県
人
）
を
先
頭
に
、
二
〇
名
の
人
数
を
も
っ
て

一
八
一
九
年
二
月
六
日
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
島
に
上
陸
し
た
。
前
述
の
通
り
当
時
は
マ
レ
イ
人
等
一
三
〇
名
、
華
人
二
〇
名
、
計
一
五
〇

名
程
度
に
す
ぎ
な
い
貧
寒
と
し
た
一
漁
村
で
あ
っ
た
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
人
口
の
増
加
趨
勢
＝
だ
が
、
ア
ヘ
ン
貿
易
を
中
心
と
し
て
発
展
し
て
き
た
イ
ン
ド
・
東
南
ア
ジ
ア
・
清
国
間

の
植
民
地
間
貿
易
と
し
て
の
「
地
方
貿
易
」
は
そ
の
後
「
私
貿
易
」
と
呼
称
さ
れ
る
ご
と
く
、
「
会
社
貿
易
」
を
凌
駕
し
て
い
く
傾

向
が
顕
著
と
な
る
と
と
も
に
、
仲
継
貿
易
港
と
し
て
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
人
口
も
次
表
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
っ
た
。

　
今
、
つ
ぎ
に
そ
の
後
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
華
僑
人
口
数
の
発
展
を
以
下
の
第
１
・
２
表
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
れ
ば
次
の

通
り
で
あ
る
。
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第１表　シンガポールにおける華僑人口数（1824一1911）

第２表　シンガポールにおける男女別人口数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(1911－1972)

第３表　シンガポールにおける華僑人口表

　　　　　　　　　　（1972年度）単位1,000人
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第４表　第３表人口数の百分比
　　　　　　　　　　　(1972年度) 以

上
の
第
３
表
を
百
分
比
率
で
あ
ら
わ
せ
ば
、
次
の
第
４
表
の
通
り
と
な
る
。

　
以
上
の
諸
表
を
初
期
か

ら
最
近
に
い
た
る
ま
で
観

察
し
て
指
摘
さ
れ
う
る
目

立
っ
た
傾
向
は
、
華
僑
人

口
数
が
イ
ン
ド
人
と
は
相

違
し
て
増
加
の
一
途
を
辿

り
、
か
つ
人
日
比
が
圧
倒

的
に
他
人
種
の
そ
れ
を
引

き
離
し
て
い
っ
た
時
期

は
、
本
世
紀
の
辛
亥
革
命

（
一
九
一
一
）
、
か
ら
そ
の
後
国
内
が
軍
閥
割
拠
に
ょ
る
北
伐
遠

征
の
時
期
で
あ
っ
た
。
一
九
二
九
－
三
一
年
の
世
界
恐
慌
時
に

は
、
一
時
低
下
を
み
た
が
、
日
中
・
太
平
洋
戦
争
（
一
九
三
七

―
四
五
）
時
期
に
は
再
び
急
上
昇
し
て
い
る
こ
と
が
検
出
さ
れ

る
。

　
次
の
第
５
表
は
、
南
洋
大
学
「
星
加
坡
華
族
村
史
調
査
」
小

第５表　華僑移民新加坡的趨勢
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第６表　南洋移民出国の主因第７表南洋動機

組
が
一
九
七
〇
年
度
に
作
成
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
上
述
の
そ
の
間
の
事

情
を
よ
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
上
表
か
ら
す
れ
ば
、
華
僑
の
出
国
の
第
一
要
因
は
、
国
内
の
政
治
的
不
安
に

あ
っ
て
、
一
般
に
論
ぜ
ら
れ
る
ご
と
く
、
利
潤
追
求
の
冒
険
商
人
的
進
出
（
一

部
南
部
福
建
商
人
を
除
く
）
と
み
な
す
の
は
、
ゆ
き
す
ぎ
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
西

欧
と
東
洋
の
経
済
活
動
に
お
け
る
積
極
冒
険
商
人
的
と
流
亡
者
的
の
不
一
致
が

み
い
だ
さ
れ
る
。

　
た
と
え
ば
、
中
国
の
華
僑
研
究
者
と
し
て
第
一
人
者
の
「
陳
達
」
に
よ
れ

ば
、
南
洋
出
国
の
主
因
に
つ
い
て
上
の
様
な
表
を
作
成
し
て
い
る
。

　
陳
達
の
第
６
表
で
は
、
華
僑
の
出
国
は
国
内
の
政
治
的
動
乱
に
は
ほ
と
ん
ど

起
因
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
南
洋
大
学
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
族
村
史
調
査
」
小

組
の
華
僑
南
来
の
原
因
に
つ
い
て
の
調
査
表
は
第
７
表
の
通
り
で
あ
る
。

　
右
の
第
７
表
は
「
陳
達
」
の
第
６
表
と
か
な
り
共
通
し
、
経
済
的
圧
迫
を
第

一
位
に
あ
げ
、
家
郷
経
済
の
生
活
苦
の
み
を
強
調
し
、
政
治
的
動
乱
、
な
い
し

は
戦
争
に
起
因
す
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
。

　
筆
者
の
経
験
か
ら
し
て
も
、
東
北
事
変
前
の
軍
閥
割
拠
の
時
期
か
ら
、
一
九

三
七
年
の
日
中
戦
争
の
開
始
、
つ
い
で
一
九
四
一
年
の
太
平
洋
戦
争
の
勃
発
の
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時
期
に
お
け
る
華
僑
の
東
南
ア
ジ
ア
方
面
へ
の
出
国
の
状
況
は
、
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
戦
後
国
内
に
お
け
る
国
共
分
裂
か
ら
し
て
、
江
蘇
・
浙
江
省
方
面
の
い
わ
ば
国
府
側
系
の
台
湾
・
ホ
ン
コ
ン
・
東
南
ア

ジ
ア
方
面
へ
の
流
出
に
も
目
だ
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
。

　
漢
民
族
の
歴
史
を
一
貫
す
る
古
代
の
匈
奴
族
侵
入
か
ら
、
清
代
の
満
州
族
の
侵
入
を
へ
て
奉
天
の
関
東
軍
蜂
起
以
降
の
日
本
軍
の

万
里
の
長
城
を
こ
え
て
の
中
国
本
土
各
地
で
の
戦
乱
、
戦
後
の
共
産
主
義
政
権
の
進
出
に
よ
る
「
南
遷
」
と
し
て
の
「
流
亡
者
性

格
」
の
方
が
、
西
欧
的
海
賊
の
「
冒
険
者
性
格
」
よ
り
も
色
彩
が
濃
厚
に
う
き
で
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
華
僑
」
を
理
解
す
る
際
に

見
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
彼
ら
の
中
に
内
在
す
る
コ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
西
欧
で
の
流
亡
的
出
国
移
民
に
際
し
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
ご
と
き
宗
教
的
な
多
く
の
セ
ク
ト
が
大
き
な
役
割
を
果

し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
第
二
次
大
戦
中
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
等
の
大
き
な
植
民
地
を
喪
失
し
た
オ
ラ
ン
ダ
本
国
人
が
、
南
北
ア
メ
リ
カ
諸
国
へ
流

出
し
て
い
く
場
合
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
・
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
・
カ
ル
ビ
ン
派
等
の
宗
教
的
各
セ
ク
ト
が
、
そ
の
集
団
的
移
民
の
組

織
的
移
住
に
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
「
改
革
派
」
は
南
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
「
カ
ル
ビ
ン
派
」
は
カ
ナ
ダ
・
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ラ
ン
ド
・
ブ
ラ
ジ
ル
等
へ
と
宗
教
団
体
の
組
織
的
援
助
が
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
華
僑
の
場
合
は
宗
教
セ
ク
ト
と
い
う
よ
り
は
、
自
然
的
な
血
縁
・
地
縁
の
人
的
集
団
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
も
し
、
有

力
な
集
団
を
結
成
し
え
な
い
場
合
は
、
擬
制
的
血
縁
集
団
と
し
て
の
「
秘
密
結
社
」
が
結
成
さ
れ
、
吸
血
訂
盟
、
生
れ
る
年
月
日
ぱ

異
に
し
て
も
、
死
す
る
と
き
は
同
じ
年
月
日
に
死
を
と
も
に
し
よ
う
と
の
擬
制
的
、
兄
弟
姉
妹
の
主
従
的
と
い
う
よ
り
は
、
仲
間
的

結
合
を
成
立
せ
し
め
て
い
く
の
が
、
い
づ
こ
の
華
僑
社
会
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
同
業
関
係
、
多
く
の
場
合
地
縁
関
係
も
包
摂
さ
れ
て
い
る
が
、
料
理
職
の
慎
敬
堂
故
蘓
行
の
ほ
か
、
機
器
行
・
建
造
行

・
洗
衣
行
・
京
菜
行
・
米
行
・
柴
炭
商
行
・
豚
肉
行
・
当
行
・
魚
行
・
布
行
・
軒
轅
洋
衣
商
行
・
茶
行
・
薬
行
等
の
諸
行
、
貿
易
関

係
で
は
暹
郊
・
西
勢
郊
・
瓜
哇
郊
・
安
南
郊
・
船
務
公
会
・
海
嶼
郊
・
匯
兌
公
司
・
醤
園
・
金
菓
・
寄
汕
三
郊
連
合
会
等
が
相
つ
い

で
成
立
を
み
て
き
て
い
る
。
主
と
し
て
貿
易
に
従
事
す
る
も
の
は
、
福
建
の
履
門
商
人
と
潮
州
の
汕
頭
万
年
豊
系
の
商
人
達
で
、
各

自
の
組
合
を
「
行
Ｌ
と
い
わ
な
い
で
「
郊
」
と
呼
称
す
る
風
習
が
み
ら
れ
る
。

　
厦
門
の
三
郊
（
泉
郊
＝
台
湾
貿
易
、
北
郊
ｎ
華
北
貿
易
、
広
郊
ｎ
広
東
貿
易
に
従
事
す
る
団
体
）
、
厦
門
の
十
途
郊
（
以
上
の
三
郊
の
ほ
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

洋
郊
・
福
郊
・
菜
郊
・
碗
郊
・
疋
郊
・
茶
郊
・
紙
郊
）
、
「
台
南
の
三
郊
」
（
北
郊
・
南
郊
・
港
郊
）
等
が
そ
の
風
習
の
う
ち
著
名
の
も
の
で
あ

っ
た
。

　
以
上
の
血
縁
・
地
縁
・
秘
密
結
社
・
業
縁
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
お
け
る
生
成
と
発
展
、
角
遂
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
、
一
応
別
稿
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
し
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
社
会
の
自
治
機
構
の
生
成
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
三
　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
社
会
の
自
治
機
構
の
生
成
過
程

　
中
国
で
は
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
西
欧
諸
都
市
の
イ
タ
リ
ア
の
ベ
ニ
ス
・
ゼ
ノ
ア
・
フ
ロ
ー
レ
ン
ス
等
、
北
欧
の
ハ
ン

ザ
諸
都
市
、
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
イ
等
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
都
市
自
治
の
自
由
を
市
民
達
の
手
で
積
極
的
に
獲
得
し
な
い
で
、
都
市
は

領
主
、
も
し
く
は
官
僚
の
城
砦
で
と
り
か
こ
ま
れ
た
封
建
的
勢
力
の
居
住
地
で
あ
っ
て
、
地
元
の
風
習
・
言
語
に
通
じ
な
い
官
僚
と

都
市
人
民
と
の
間
に
は
、
こ
え
が
た
い
隔
膜
が
あ
っ
た
。
古
代
か
ら
中
国
の
商
人
社
会
は
発
達
を
み
て
お
り
、
漢
書
や
管
子
に
も
商

賈
の
勢
力
の
大
き
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
漢
初
か
ら
商
人
を
社
会
的
に
賤
劣
な
一
階
級
と
し
て
取
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り
扱
わ
れ
、
賤
商
政
策
が
歴
代
の
慣
行
と
な
ん
て
い
た
。

　
だ
が
、
他
方
民
間
商
人
側
で
は
、
少
く
と
も
唐
末
代
か
ら
「
行
Ｌ
を
中
心
と
す
る
商
賈
の
勢
力
が
大
と
な
っ
て
ゆ
き
、
公
許
は
さ

れ
な
く
と
も
、
書
院
・
善
堂
・
医
院
等
の
社
会
救
済
的
慈
善
機
関
を
仮
り
て
、
そ
こ
で
商
買
達
の
各
般
の
問
題
を
商
量
解
決
し
て
、

官
僚
と
正
面
的
に
対
立
す
る
こ
と
な
く
、
自
治
機
能
を
そ
れ
と
な
く
獲
得
し
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
時
と
し
て
は
、
官
僚
と
対

立
す
る
場
合
に
も
、
「
ス
と
ラ
イ
キ
」
、
な
い
し
は
「
ボ
イ
コ
ッ
ト
Ｌ
に
よ
る
経
済
的
斗
争
手
段
を
行
使
す
る
の
が
例
で
あ
っ
た
。

　
同
済
医
院
の
創
設
‥
Ｈ
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
場
合
も
、
本
国
で
歴
史
的
に
慣
熟
し
て
い
た
方
式
に
よ
っ
て
、
華
僑
人
口
数
が
五
－
八
万

に
達
す
る
頃
か
ら
、
一
八
六
七
年
に
お
よ
ん
で
、
「
新
嘉
坡
同
済
医
院
」
の
設
立
を
み
た
。
同
医
院
の
設
立
前
か
ら
広
司
に
は
「
同

善
社
」
が
あ
り
、
福
毎
に
は
「
楽
善
社
」
が
あ
っ
た
と
の
説
、
ま
た
「
同
済
医
院
」
の
設
立
は
、
新
加
坡
平
民
護
衛
司
の
資
料
に
よ

る
と
完
結
十
一
年
（
一
八
八
五
）
で
な
け
れ
ば
、
と
の
異
説
も
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
若
干
年
の
相
違
で
あ
っ
て
、
省
略
す
る
こ

と
と
す
る
。

　
何
れ
に
も
せ
よ
、
「
同
済
」
と
は
「
同
善
相
済
」
の
意
で
あ
っ
て
、
広
毎
の
「
七
股
頭
」
の
発
起
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

当
時
は
な
お
広
司
が
福
帑
よ
り
も
優
位
に
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
「
七
股
頭
」
と
は
、
広
帑
の
七
大
商
号
の
「
広
垣
」
、
「
朱
有

蘭
」
、
「
朱
広
蘭
」
、
「
朱
富
蘭
」
、
「
羅
啓
生
」
、
「
羅
致
生
」
、
「
同
徳
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
七
宗
頭
」
と
も
呼
称
さ
れ
た
。

　
当
時
す
で
に
、
中
国
最
初
の
唐
代
か
ら
の
海
商
都
市
と
し
て
発
達
し
て
き
て
い
た
、
「
広
州
し
に
は
「
愛
育
善
堂
」
が
あ
っ
た
。

同
善
堂
は
他
の
八
善
堂
と
と
も
、
「
九
善
堂
」
と
総
称
さ
れ
、
奥
漢
鉄
路
の
建
設
を
め
ぐ
っ
て
、
官
商
間
に
あ
っ
て
大
き
な
役
割
を

果
し
て
い
た
。

　
ホ
ン
コ
ン
鳥
に
は
、
広
偕
に
は
「
東
華
医
院
」
が
あ
ふ
れ
。
東
華
医
院
は
、
一
八
七
〇
年
（
同
治
九
年
）
の
創
立
で
あ
っ
て
、
「
同
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済
医
院
」
の
創
立
と
ほ
ぼ
前
後
し
て
い
る
。
一
九
一
一
年
に
九
竜
に
「
広
著
医
院
」
が
設
立
さ
れ
、
一
九
二
九
年
に
「
東
華
東
院
」

が
ホ
ン
コ
ン
島
に
設
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
九
三
一
年
三
院
を
統
一
し
て
「
香
港
東
華
三
院
」
と
呼
称
し
、
医
・
救
・
教
・
生
・

葬
を
五
大
任
務
と
し
、
帑
的
差
別
は
認
め
な
い
こ
と
と
し
た
。

　
ホ
ン
コ
ン
植
民
地
は
イ
ギ
リ
ス
領
で
、
住
民
の
九
九
％
ま
で
中
国
人
主
と
し
て
広
東
人
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
中
国
本
土
・
国
府

何
れ
の
側
の
外
交
機
関
も
な
く
、
中
国
人
民
側
か
ら
す
れ
ば
、
政
治
的
エ
ア
ー
ポ
ケ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
が
、
人
民
側
の
最
高
自
治

機
関
と
し
て
「
東
華
三
院
」
が
十
分
に
植
民
地
政
府
側
と
連
絡
し
て
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
。

　
ホ
ン
コ
ン
に
は
、
ア
イ
ラ
ン
ド
側
に
中
国
本
土
系
の
「
香
港
中
華
総
商
会
」
が
あ
り
、
九
竜
側
に
は
国
府
系
の
「
九
竜
中
華
総
商

会
」
が
あ
る
が
、
何
れ
も
対
立
的
で
あ
っ
て
、
最
高
自
治
機
構
と
し
て
の
実
態
は
保
持
し
て
い
な
い
。

　
な
お
、
ペ
ナ
ジ
島
に
も
南
華
医
院
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
明
ら
か
に
し
え
な
い
。

　
マ
ニ
ラ
で
も
、
一
九
Ｏ
Ｏ
年
「
菲
律
賓
善
挙
公
所
」
が
正
式
に
成
立
し
、
一
九
〇
六
年
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
同
様
、
「
中
華
商
務
総

会
」
の
設
立
さ
れ
る
ま
で
は
、
マ
ニ
ラ
華
僑
社
会
の
最
高
自
治
機
構
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
て
い
た
。

　
前
述
の
広
帑
の
「
七
股
頭
」
に
対
し
、
福
帑
に
も
「
五
股
頭
」
（
街
坊
名
に
よ
る
。
源
順
街
・
順
豊
街
・
中
街
・
興
隆
街
・
三
美
術
）
が

あ
り
、
中
街
以
外
は
商
号
名
が
街
路
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
同
済
医
院
」
の
発
起
人
は
、
広
帑
の
「
七
股
頭
」
、
も
し
く
は
「
七
家

　
　
　
　
　
（
1
8
）

頭
」
で
あ
っ
て
、
公
許
の
自
治
機
関
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
社
会
の
最
高
の
自
治
機
関
と
し
て
機
能
し
て
い

た
。
当
時
で
は
広
帑
勢
力
が
福
帑
勢
力
を
上
ま
っ
て
い
た
。

　
帑
別
に
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
ほ
か
食
料
貿
易
商
と
し
て
の
潮
州
系
、
重
労
働
者
と
し
て
の
客
家
、
コ
ー
ヒ
ー
・
飲
食
店
・
コ
ッ
ク
等

と
し
て
の
海
南
系
・
福
州
系
等
の
各
帑
勢
力
の
進
出
を
み
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
五
方
雑
処
の
仲
継
貿
易
港
と
し
て
の
発
展
を
み
て
き
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て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
義
興
（
広
輩
）
・
建
徳
（
福
県
）
等
の
私
会
党
・
す
べ
て
の
も
の
が
軒
轅
黄
帝
の
子
孫
と
し
て
祖
先
を
祭
祀
す
る
各
姓
氏
団
体
、
言

語
・
習
俗
を
と
も
に
す
る
郷
帑
団
体
・
地
縁
関
係
と
も
結
び
が
ち
な
業
帑
団
体
等
、
分
裂
主
義
的
な
集
団
社
会
で
流
亡
者
的
コ
ム
プ

レ
ッ
ク
ス
を
保
持
し
て
い
て
も
、
相
互
に
必
要
な
問
題
処
理
に
際
し
て
の
自
治
機
能
は
、
な
ん
ら
国
王
・
領
土
等
と
も
戦
わ
な
い

で
、
ま
た
国
王
に
冥
加
金
を
提
供
し
て
の
公
許
に
も
よ
ら
な
い
で
、
い
つ
し
か
「
潜
運
黙
移
」
の
う
ち
に
確
固
と
し
た
自
治
的
集
団

社
会
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

　
他
面
・
本
国
で
は
十
九
世
紀
中
頃
前
後
か
ら
、
ア
ヘ
ン
戦
争
・
太
平
天
国
の
乱
・
西
路
事
件
・
ア
ロ
ー
号
事
件
か
ら
日
清
戦
争
に

敗
北
す
る
と
と
も
に
、
清
朝
に
も
旧
法
を
新
法
に
改
め
、
日
本
に
な
ら
っ
て
富
国
強
兵
政
策
を
採
用
し
よ
う
と
す
る
変
法
自
強
説
を

主
張
す
る
康
有
為
・
梁
啓
超
ら
の
「
保
皇
党
」
の
一
派
の
出
現
を
み
た
。

　
他
方
、
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
孫
文
（
広
東
省
中
山
県
人
）
は
鄭
土
良
ら
と
と
も
に
滅
漢
興
漢
を
目
指
す
「
興
中
会
」
を
一

八
九
四
年
日
清
戦
争
勃
発
と
と
も
に
発
足
せ
し
め
た
。

　
そ
の
場
合
、
福
帑
は
康
梁
の
「
保
皇
党
」
側
に
立
ち
、
広
帑
は
孫
文
の
「
革
命
党
」
側
と
提
携
し
て
い
っ
た
。
政
治
的
に
も
帑
別

対
立
の
成
立
を
み
、
当
時
で
は
広
帑
の
方
が
よ
り
進
歩
的
で
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
康
梁
の
変
法
自
強
説
の
一
環
と
し
て
「
商
会
設
立
事
宜
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
商
部
を
設
立
し
て
（
一
九
〇
三
・
七
）
欧

米
の
商
業
会
議
所
に
匹
適
す
る
も
の
を
設
立
し
て
、
内
外
諸
都
市
の
民
間
団
体
に
「
商
会
」
を
結
成
せ
し
め
る
統
轄
的
な
法
規
が
公

布
さ
れ
（
一
九
〇
三
・
一
回
、
有
史
以
来
始
め
て
都
市
民
間
商
人
の
自
治
機
関
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
新
嘉
坡
商
務
総
会
の
設
立
‥
＝
上
述
の
変
法
自
強
説
の
産
物
と
し
て
、
光
緒
二
十
九
年
（
一
九
〇
三
）
七
月
商
部
の
設
立
と
、
そ
れ
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に
つ
づ
い
て
「
商
会
簡
明
章
程
」
（
そ
の
後
五
度
改
正
）
が
、
同
年
十
一
月
公
布
さ
れ
る
と
と
も
に
、
国
内
の
主
要
諸
都
市
の
み
な
ら

ず
、
海
外
で
も
光
緒
三
十
二
年
（
一
九
〇
六
）
に
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
ニ
ラ
に
、
光
緒
三
十
四
年
に
は
バ
タ
ビ
ヤ
、
日
本
で
は

同
三
十
三
年
に
長
崎
、
宣
統
元
年
（
一
九
〇
九
）
に
神
戸
、
同
年
に
大
阪
、
そ
の
他
横
浜
の
各
地
に
商
務
総
会
の
設
立
を
み
た
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
中
華
商
務
総
会
の
英
文
名
は
､
S
i
n
g
a
p
o
r
e
C
即
ｺ
e
㎝
e
C
h
a
m
b
e
r

o
f
C
o
日
m
e
r
c
e
"
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で

の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
華
僑
社
会
の
最
高
自
治
機
関
で
あ
っ
た
既
述
の
「
同
済
医
院
」
の
背
面
に
あ
っ
た
「
議
事
庁
」
を
便
宜
的
に
公
事

を
弁
ず
る
場
所
と
し
て
、
将
来
寄
附
金
の
募
集
に
ま
っ
て
、
別
に
土
地
を
購
入
し
、
商
会
を
建
造
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

　
同
章
程
は
、
全
十
二
章
か
ら
な
り
、
第
一
章
の
「
商
会
宗
旨
」
の
筆
頭
に
は
、

　
　
　
　
　
　
「
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
南
洋
の
総
匯
で
あ
っ
て
、
華
商
は
南
洋
各
地
の
冠
た
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
大
綱
は
衆
目
を
み
は

　
　
　
　
ら
さ
せ
、
一
髪
を
ひ
け
ば
全
身
が
動
き
、
宜
し
く
先
登
を
独
歩
し
、
百
廃
を
明
示
し
て
、
商
界
上
に
一
大
光
明
を
放
つ
も

　
　
　
　
の
で
あ
る
。
単
に
商
事
問
題
の
み
な
ら
ず
、
地
方
の
公
益
・
調
停
和
解
、
政
治
的
に
も
下
情
を
上
達
せ
し
め
る
こ
と
を
立

　
　
　
　
会
の
本
旨
と
す
る
」
。

と
述
べ
て
い
る
。

　
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
的
な
「
同
済
医
院
」
に
か
わ
っ
て
、
正
式
に
商
会
法
に
則
し
て
の
、
華
僑
商
人
社
会
を
統
轄
す
る
自
治
機
関
と
し

て
の
「
新
嘉
波
中
華
商
務
総
会
」
の
誕
生
を
み
た
。
商
会
は
、
各
帑
の
連
合
に
よ
り
成
立
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
分
帑
選
挙
の

問
題
は
、
最
近
年
康
振
福
（
前
財
政
組
主
任
、
福
建
安
渓
県
、
一
九
二
二
年
生
）
に
よ
っ
て
、
批
判
さ
れ
、
そ
の
撤
廃
が
叫
け
ば
れ
た

が
、
大
勢
を
動
か
す
力
を
も
た
な
か
っ
た
。

　
だ
が
、
最
近
年
の
役
員
名
簿
か
ら
は
出
身
地
を
明
ら
か
に
し
な
く
な
っ
た
点
に
何
ほ
ど
か
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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こ
の
問
題
を
詳
論
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
さ
け
て
、
当
初
の
帑
別
役
員
数
の
み
を
次
に
あ
げ
て
お
こ
う
。
同
章
程
、
第
五
章
「
選
立

会
員
」
の
条
に
は
、
次
の
通
り
と
し
て
い
る
。

　
　
正
総
議
　
　
一
員
　
　
　
副
総
理
　
　
　
一
員

　
　
協
　
理
　
　
十
員
　
　
　
議
　
員
　
　
四
十
員

　
　
　
　
　
　
合
　
計
　
　
五
十
二
員

　
関
（
福
建
）
、
粤
（
広
東
）
の
定
員
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
ｍ
　
福
建
役
員
数
　
　
　
　
②
　
広
東
役
員
数

　
　
　
総
　
理
　
　
　
一
員
　
　
　
　
　
　
総
　
理
　
　
　
　
　
一
員

　
　
　
協
　
理
　
　
四
員
　
　
　
　
協
　
理
　
　
　
六
員

　
　
　
議
　
員
　
十
六
員
　
　
　
　
議
　
員
　
二
十
四
員

　
各
帑
の
分
帑
選
挙
制
で
あ
っ
て
、
総
理
は
抽
籤
に
よ
っ
て
定
め
、
福
建
が
正
総
理
を
だ
せ
ば
、
広
東
は
副
総
理
と
し
、
毎
年
こ
の

正
副
総
理
は
ロ
テ
ー
シ
ー
ョ
ン
＝
‥
輸
値
で
、
任
期
は
各
役
員
を
通
じ
て
一
年
間
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
正
副
総
理
」
は
、
店
東
で
事
理
に
通
達
、
内
地
と
外
国
と
の
交
渉
に
あ
た
り
、
衆
望
の
あ
る
も
の
と
す
る
。
「
協
理
」
は
正
副

総
理
ほ
ど
き
び
し
く
は
な
い
が
、
商
情
に
熟
識
し
、
衆
望
の
あ
る
も
の
を
も
っ
て
資
格
を
認
め
る
。

　
そ
の
他
「
坐
弁
」
を
一
名
お
き
、
会
務
を
主
持
せ
し
め
、
関
粤
両
語
の
み
な
ら
ず
、
マ
レ
イ
語
等
の
土
語
に
も
通
達
し
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
の
情
勢
を
よ
く
知
る
も
の
を
も
っ
て
合
格
せ
し
め
る
こ
と
と
し
て
い
た
。

　
そ
の
ほ
か
「
司
理
飜
訳
」
一
名
、
英
文
・
英
語
・
華
語
を
よ
く
す
る
も
の
、
「
華
文
案
の
用
員
」
一
名
、
「
書
記
」
一
名
で
金
銭
出
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納
・
日
記
を
作
生
せ
し
め
た
。

　
議
事
は
投
票
制
で
、
可
否
同
数
の
と
き
は
主
席
こ
れ
を
決
定
し
、
主
席
は
二
票
の
投
票
権
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
他
定
期
集
会
・

臨
時
集
会
が
あ
り
、
関
・
粤
間
の
交
渉
は
正
副
総
理
が
両
帑
人
員
の
二
分
の
一
宛
を
集
め
て
裁
決
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　
会
費
は
、
店
号
は
毎
年
十
二
ド
ル
、
個
人
会
員
は
、
同
六
ド
ル
で
あ
っ
た
。
一
旦
退
会
し
、
再
加
入
す
る
場
合
、
店
号
・
個
人
何

れ
も
、
年
会
費
以
外
に
三
十
ド
ル
を
徴
収
さ
れ
た
。

　
ほ
ぼ
、
以
上
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
中
華
商
務
総
会
が
成
立
を
み
た
。
後
、
一
九
一
四
年
の
商
会
法
改
正

で
、
そ
の
名
称
は
「
商
務
総
会
」
か
ら
「
総
商
会
」
と
改
名
さ
れ
今
日
に
お
よ
ん
で
い
る
。

　
右
の
経
過
で
、
西
欧
的
な
「
集
成
商
人
ギ
ル
ド
」
の
成
立
を
み
た
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
自
然
的
な
人
的
結
合
関
係
と
し
て
の
姓

氏
団
体
、
郷
帑
が
消
滅
し
、
そ
の
役
割
を
ギ
ル
ド
の
単
独
支
配
の
社
会
と
変
型
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
経
済
史
学
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ア
ン
ウ
イ
ン
‥
Ｈ
G
e
o
r
g
e

U
n
W
F
は
、
血
縁
関
係
=
　
K
i
n
s
h
i
p
の
崩
壌
と
と
も
に
、
ギ

ル
ド
が
成
立
を
み
た
と
の
の
定
説
を
作
り
、
邦
人
学
者
も
何
れ
も
こ
れ
に
追
随
し
て
、
中
国
で
で
も
血
縁
制
度
の
崩
壊
に
よ
り
ギ
ル

ド
の
成
立
を
み
た
と
の
主
張
が
つ
よ
く
押
し
だ
さ
れ
て
い
る
。

　
筆
者
は
中
国
人
社
会
の
実
態
を
仔
細
に
観
察
す
る
場
合
、
そ
の
経
過
は
西
欧
と
は
相
違
し
て
、
流
亡
者
的
性
格
か
ら
つ
よ
く
打
ち

だ
さ
れ
る
特
徴
と
み
ら
れ
う
る
が
、
ギ
ル
ド
は
成
立
し
て
も
自
衛
体
制
と
し
て
の
血
縁
関
係
、
も
し
く
は
姓
氏
団
体
は
根
づ
よ
く
残

存
し
、
社
会
的
・
経
済
的
に
根
深
く
相
か
ら
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
み
す
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
信
ず
る
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
も
、
一
九
五
三
年
度
で
、
一
五
五
の
姓
氏
団
体
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
も
っ
と
も
有
力
と
み
ら
れ
る

「
陳
姓
」
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
と
、
帑
別
・
地
域
別
に
十
六
団
体
が
あ
り
、
そ
の
上
位
に
「
保
赤
宮
陳
氏
宗
祠
」
が
あ
っ
て
、
そ

－169一



の
連
合
合
団
体
と
し
て
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。

　
そ
れ
を
例
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
「
保
赤
宮
陳
氏
宗
祠
」

　
　
　
頴
川
公
所
　
　
　
　
浮
光
陳
氏
公
会

　
　
　
星
州
陳
氏
公
会
　
　
浯
郷
陳
氏
公
会

　
　
　
南
舜
別
墅
　
　
　
　
星
州
頴
川
公
会

　
　
　
頴
川
陳
氏
家
族
　
　
同
美
社

　
　
　
柔
仏
頴
川
公
会
　
　
頴
川
鰲
頭
旧
家
同
郷
会

　
　
　
客
属
陳
氏
公
会
　
　
潮
安
金
砂
陳
氏
同
郷
会

　
　
　
碧
羅
陳
氏
公
会
　
　
首
郷
陳
氏
公
会

　
　
　
涼
崖
陳
氏
公
会
　
　
四
邑
陳
氏
公
会

　
こ
れ
ら
の
各
陳
姓
の
諸
団
体
を
「
保
赤
宮
陳
氏
宗
祠
」
が
、
統
轄
団
体
と
な
っ
て
、
毎
月
輪
番
で
「
月
圓
会
」
を
開
催
す
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。

　
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
華
僑
社
会
は
、
陳
姓
支
配
の
色
彩
が
つ
よ
く
目
立
っ
て
い
る
。
陳
金
鐘
・
陳
金
声
・
陳
篤
生
・
陳
嘉
康
・
陳
六

使
等
、
さ
ら
に
現
在
の
「
新
嘉
坡
中
華
総
商
会
長
」
も
、
陳
共
存
＝
‥
内
･
C
T
~
（
福
建
省
同
安
県
人
、
五
七
才
、
陳
嘉
庚
の
甥
と
も
い
わ

れ
る
。
）
等
論
ず
る
に
い
と
ま
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
主
要
諸
企
業
の
銀
行
・
工
場
・
農
園
に
い
た
る
ま
で
支
配
さ
れ
て
い

る
。
逆
説
す
れ
ば
、
ギ
ル
ド
は
こ
の
「
大
姓
」
の
支
配
に
屈
服
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
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今
日
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
李
光
耀
首
相
の
人
民
行
動
党
内
閣
か
成
立
し
て
か
ら
す
で
に
一
五
年
を
閲
み
し
、
政
府
財
政
に
よ

る
大
企
業
が
成
長
を
み
、
社
会
的
に
は
学
校
・
工
場
建
設
・
華
文
教
育
推
進
、
す
ぐ
れ
た
設
計
に
よ
る
団
地
形
成
を
み
、
国
際
的
に

も
海
岸
に
接
し
た
シ
エ
ン
ト
ン
ウ
エ
イ
に
は
国
際
的
に
各
国
の
銀
行
が
設
立
さ
れ
、
ソ
連
の
ナ
ド
ロ
ニ
ー
・
バ
ン
ク
の
進
出
も
み
、

ア
ジ
ア
・
ダ
ラ
ー
の
市
場
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
Ｇ
Ｎ
Ｐ
も
一
昨
一
九
七
二
年
度
は
、
七
、
九
一
八
百
万
ド
ル
に
達
し
、
一
人
当
り
Ｇ
Ｎ
Ｐ
も
三
、
六
八
七
ド
ル
を
算
し
て
い
る
。

（
一
Ｕ
Ｓ
ド
ル
は
二
・
八
ー
三
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
ド
ル
見
当
で
あ
る
。
）

　
本
誌
第
四
十
五
号
に
明
ら
か
に
し
た
「
ラ
ン
グ
ー
ン
の
華
僑
社
会
」
と
比
較
す
れ
ば
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
経
済
の
成
長
の
素
晴
ら
し

さ
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　
伝
統
主
義
的
な
孔
孟
・
仏
・
道
の
思
想
、
も
し
く
は
宗
教
の
支
配
す
る
華
僑
社
会
が
、
い
か
に
近
代
化
し
、
変
型
し
て
ゆ
く
か
を

検
討
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
の
み
で
こ
れ
を
よ
く
論
及
し
う
る
と
こ
ろ
で
な
く
、
さ
ら
に
回
を
重
ね
て
詳
述
の
機
会
を

も
ち
た
い
と
期
し
て
い
る
。

　
拙
稿
な
が
ら
、
片
野
一
郎
先
生
の
ご
清
安
を
祈
念
し
て
筆
を
擱
か
か
さ
せ
て
頂
く
。
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